
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RL13196 ｐ.134～135 

□019 死亡の届出（国年法 105 条４項ほか） 
 
→ 戸籍法の規定による死亡の届出義務者がその旨を

届け出なければならない(※3)。 

 

(※3)厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の

死亡について、その者の死亡の日から７日以内に戸籍

法の規定による死亡の届出をした場合は、厚生労働大

臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受け

る被保険者又は受給権者の死亡を確認することができ

るため、死亡の届出を行う必要はない。 

 

…＜図表略＞… 

 

なお、厚生年金保険法においては、受給権者が死亡し

たときには、戸籍法の規定による死亡の届出義務者

は、10 日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

第４５回 社労士試験 問題 
〔選択式〕 厚生年金保険法 【空欄ＣからＥ】
 
２ 受給権者が死亡したときは  Ｃ  の規定によ

る死亡の届出義務者は、  Ｄ  日以内に、その

旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。た

だし厚生労働省令で定める受給権者の死亡につい

て、 Ｃ  の規定による死亡の届出をした場合

（受給権者の死亡の日から  Ｅ  以内に当該受

給権者に係る  Ｃ  の規定による死亡の届出を

した場合に限る。）はこの限りでない。 

 

 

解答  Ｃ  → ①戸籍法 

解答  Ｄ  → ②10日 

解答  Ｅ  → ①7日 
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